
        

 

       

 

 

 

 

       

      

  報道関係者 各位 

 

改正次世代育成支援対策推進法施行後、初めて 
子育てサポート企業として、くるみん認定企業がでました！ 

 

奈良交通株式会社をくるみん認定決定 

 
次世代育成支援対策推進法（以下、次世代法）に基づいて、行動計画を策定し、その計画に定めた目

標を達成したこと等の一定の基準に適合した事業主に対して、厚生労働省では「子育てサポート企業」

として、認定しています。認定企業には、下記のマーク（認定マーク（愛称:くるみん）又は特例認定マ

ーク（愛称:プラチナくるみん））が付与されます。 

今般、改正次世代法施行後、初めて次の企業を「子育てサポート企業」として、認定いたしました。 

 

 奈良交通株式会社 (奈良市)  
 

奈良労働局（局長 野 彰一）では、認定通知書の交付式を下記のとおり実施いたします。 

平成 ２７年 ７月 ２１日（火） １５時 ００分 

奈良労働局局長室横会議室（奈良市法蓮町３８７番地 奈良第３地方合同庁舎２Ｆ） 

 

※ 奈良交通株式会社は２０１１年にくるみん認定を取得しており、２回目のくるみん取得となります。 

 

 

（県内の一般事業主行動計画の策定・認定状況） 

・ 今回の認定で１８社。２回目の認定企業は２社。 

・ 認定企業は社会福祉法人が多い。 

・ 法改正により引き続き、労働者数が１０１人以上の事業主は、行動計画策定が義務付けられて

おり、県内の届出数は平成２７年６月末で２５１社で８９．６％。 

・ 目標の策定内容は「妊娠中や出産後の女性労働者のための健康の確保について、労働者に対す

る制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施」や「労働法関係制度の周知」、「所定外労

働の削減のための措置」が多い。 

 

(添付資料) 

資料１ 奈良交通株式会社の取組のご紹介 

資料２ 奈良県内認定企業名簿  

資料３「くるみん認定・プラチナくるみん認定」（リーフレット） 

 

奈良労働局発表 
平成２７年７月１４日 

 

（照会先） 

奈良労働局雇用均等室 

室       長     粟山 僚子 

地方育児･介護休業指導官    北川 絵里 

直通電話  ０７４２－３２－０２１０ 

Press Release 奈良労働局 



 

 

 

 

資料１ 

 

 

 

 奈良交通株式会社の取組のご紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も九条 

 

目標達成状況 

・乗合バス運転者における所定拘束時間の短縮を目指した。 

・貸切バス運転者における完全週休２日制の導入を目指した。 

・計画期間において出産した女性労働者のうち、育児休業等をした女性労働者の 

割合は１００％。 

・本社部門においてノー残業デー(定時退社デー)を実施している。 

・本社部門等勤務者に対し、計画年休制度を導入している。 

・法を上回る制度内容（小学校就学までの短時間勤務制度及び所定外労働の制限の制度）を規定し

ている。 

  

その他の取り組み 

・育児のための経済的支援を行うため、貸付条件に追加した(平成２２年９月)。 

・家庭教育に関する学習機会を子育て中の社員を対象に実施した（平成２２年９月）。 

 

 

  

企業概要 

企業名     奈良交通株式会社 

代表者職氏名  代表取締役社長 谷口 宗男 

所在地     奈良市大宮町 

業 種     運輸業 

労働者数    １，６５５人（認定申請時点） 

 

行動計画期間 

平成２２年１０月１日から平成２７年３月３１日 

 

奈良交通マスコットキャラクター 

シーカくん、シーナちゃん、ナコちゃん 



 資料２ 

                       

「くるみん」認定・「プラチナくるみん」認定とは次世代育成支援対策推進法では、「一般事

業主行動計画」の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定できる

こととしています。これまでの認定制度は、くるみん認定のみでしたが、平成２７年４月 1日

からは、新たにプラチナくるみん（特例）認定が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県内認定企業名簿                     平成２７年７月１日現在 

 (注) 認定企業のうち、公表することに了解を得た企業名を掲載しています。 

なお、奈良労働局では全ての認定企業において、ご了解をいただいております。 

１ 平成１９年(2007年) 社会福祉法人 愛和会  天理市 

２ 平成２０年(2008年) 市民生活協同組合ならコープ  奈良市 

３ 平成２１年(2009年) 医療法人 平和会  奈良市 

４ 平成２２年(2010年) 社会福祉法人 愛和会       ２回目 天理市 

５  社会福祉法人 万葉福祉会  奈良市 

６  社会福祉法人 協同福祉会  大和郡山市 

７  医療法人 岡谷会  奈良市 

８ 平成２３年(2011年) 奈良交通株式会社 奈良市 

９ 平成２４年(2012年) 株式会社呉竹  奈良市 

１０  社会福祉法人 室生会 宇陀市 

１１  株式会社南都銀行  奈良市 

１２ 平成２５年(2013年) メタコート工業株式会社 北葛城郡王寺町 

１３  社会福祉法人 太樹会 和里(にこり）  大和高田市 

１４  社会福祉法人 ならやま会  奈良市 

１５  社会福祉法人 功有会  北葛城郡広陵町 

１６  株式会社天理時報社  天理市 

１７  社会福祉法人 仁南会  御所市 

１８  株式会社関西メディコ  生駒郡平群町 

１９ 平成２６年(2014年) 社会福祉法人 秋篠茜会  奈良市 

２０ 平成２７年(2015年) 奈良交通株式会社         ２回目 奈良市 

次世代育成支援対策推進法に基づき、「くるみん」

マークを取得している企業のうち、さらに高い水

準の取組を行っている企業が一定の基準を満た

し厚生労働大臣の認定を受けた場合に、表示でき

るマークです。 

平成２７年４月１日からスタートしました。 

 

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業

員との仕事と子育ての両立のための行動計画を

策定・実施し、その結果が一定の基準を満たし厚

生労働大臣の認定を受けた場合に、商品などに表

示することのできるマークです 。 

 


